
○　届出（変更・廃止・休止・再開届）

○　変更届が必要な場合

事業所の名称や運営規程等が変更となった場合

区分

変更届

廃止届
休止届
再開届

事業所を廃止、休止、再開する場合

　介護保険法では、指定した事業所、施設の名称及び所在地が変更になった場合など、介護保険施行規則で定め
る事項に変更があった場合は、その旨を下関市に10日以内に届け出る必要があります。どのような場合に変更届出
が必要になるかについては、サービスの種類によって違いますので注意してください。

注1　変更届が必要な事由の概要は、ホームページに掲載しております「変更届出書（様式第2号）の提出が必要な
サービス別項目一覧」及び「変更届必要事項一覧」を参照してください。

注2　変更届及び再開届は、事由が生じてから10日以内に届出を行なうこととされていますが、適正な事業運営を確
保する観点から、不明な点があれば、事前に担当窓口に相談してください。

注1　変更・廃止・休止・再開届は、事業ごとに提出してください。ただし、介護と介護予防事業を一体的に運営してい
る事業所で、介護と介護予防事業の内容を同時に変更等を行なう場合は、届出書をまとめて提出してください。（例：
認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護事業を一体的に運営している事業所が変更届を提出す
る場合は、サービス種類に「認知症対応型通所介護」と「介護予防認知症対応型通所介護」と記載し、変更届は１枚
にまとめて提出してください。）

注3　廃止・休止届は、廃止・休止予定年月日の1ヵ月前に届出を行なってください。

様式

注4　人員基準において介護支援専門員の配置が義務付けられている事業所（施設を含む）は、届け出ている介護
支援専門員が介護支援専門員証の有効期間を更新した場合は、速やかにＦＡＸ等で更新後の介護支援専門員証の
写しを提出してください。

変更届出書
（様式第2号）

廃止・休止・再開届
（様式第3号）

事由


